
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 所定のタイミングで動作するドライブ回路と、このドライブ回路により駆動されて表示
動作する表示パネルとを備えた表示装置において、
前記ドライブ回路の動作タイミングを制御する制御手段を、当該ドライブ回路に

を特徴とす
る表示装置。
【請求項２】
 所定のタイミングで動作するドライブ回路と、このドライブ回路により駆動されて表示
動作する表示パネルとを備え、前記ドライブ回路が前記表示パネルの構成部材に配置され
た表示装置において、
前記表示パネルの構成部材に、前記ドライブ回路の動作タイミングを制御する制御手段を

　　

を特徴
とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
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設け、
前記ドライブ回路は、前記表示パネルの走査線を駆動するゲートドライバと信号線を駆動
するソースドライバとで構成され、いずれか一方のドライバに前記制御手段を設けるとと
もに、他方のドライバに該制御手段からの制御信号を供給するようにしたこと

設け、
前記ドライブ回路は、前記表示パネルの走査線を駆動するゲートドライバと信号線を

駆動するソースドライバとで構成され、いずれか一方のドライバに前記制御手段を設ける
とともに、他方のドライバに該制御手段からの制御信号を供給するようにしたこと



【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、映像等を表示する表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の表示装置として、図３～５に示す液晶表示装置が知られている。この液晶表示装置
は、図３に示すように、コントロール基板１とガラス基板２、及びこの両基板１、２に両
端部を接続されたＦＰＣ（ flexible printed circuit）３とを有している。コントロール
基板１には、色処理・反転回路４、タイミング発生回路５、及びこのタイミング発生回路
５に接続された対向電極駆動回路６が配置されている。
【０００３】
ガラス基板２には、ソースドライバ７とゲートドライバ８とがＣＯＧ（ chip on glass）
実装されているとともに、これら両ドライバ７、８により駆動されるＴＦＴパネル９が配
置されている。そして、ソースドライバ７は、ＦＰＣ３を介して色処理・反転回路４とタ
イミング発生回路５とに接続され、ゲートドライバ８は、ＦＰＣ３を介してタイミング発
生回路５に接続されている。
【０００４】
前記ＴＦＴパネル９は、図４に示すように、下部のトランジスタ生成基板１０とこのトラ
ンジスタ生成基板１０に対向する対向ガラス基板１１とを有している。対向ガラス基板１
１側に配置されたＶＣＯＭ（対向電極駆動信号）配線１６と、トランジスタ生成基板１０
側に配置されたＣＳ（コンデンサ駆動信号）配線１７とは、接続クロスポイント１２にて
結合されＦＰＣ３を介して対向電極駆駆動回路６に接続されている。
【０００５】
すなわち、ＴＦＴパネル９における１画素には、前記両ドライバ７、８からの配線の他に
、図５に示すように蓄積コンデンサへの配線ＣＳと対向電極への配線ＶＣＯＭとが必要で
あり、一方の配線ＣＳはトランジスタ生成基板１０の上面に設けられ、他方の配線ＶＣＯ
Ｍは対向ガラス基板１１の下面に設けられる。また、通常ＶＣＯＭとＣＳは同一の信号が
用いられており、したがって図４をもって前述したように、ＣＳ配線１７とＶＣＯＭ配線
１６とは、接続クロスポイイント１２にて結合されている。
【０００６】
かかる構成において、色処理・反転回路４は入力されるビデオ信号をＲＧＢの映像データ
に変換するとともに、反転処理して交流化し、タイミング発生回路５は、同期信号Ｃ－Ｓ
ＹＮＣの同期をとって動作し制御信号を生成出力する。これにより、ソースドライバ７に
は色処理・反転回路４からのＲＧＢ信号とタイミング発生回路５からの制御信号とからな
るソースドライバ制御信号ａが供給され、ゲートドライバ８にはタイミング発生回路から
ゲートドライバ制御信号ｂが供給される。また、対向電極駆動回路６には、タイミング発
生回路５からＶＣＯＭ作成用信号ｄが供給され、これに応答して対向電極駆動回路６は対
向電極駆動信号ｃを生成出力する。この対向電極駆動信号ｃは、接続クロスポイント１２
を介してＣＳ配線１７とＶＣＯＭ配線１６とに供給されて、コンデンサ駆動信号ＣＳ及び
対向電極駆動信号ＶＣＯＭとして機能する。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、かかる従来の液晶表示装置にあっては、図３に示したように、両ドライバ
７、８とタイミング発生回路５とが別のＬＳＩで構成されているとともに、タイミング発
生回路５がコントロール基板１に配置され、両ドライバ７、８がガラス基板２に配置され
ている。したがって、コントロール基板１には、タイミング発生回路５を構成するタイミ
ング発生ＬＳＩ等の実装面積が必要となり、その結果基板が大型化してしまう。
【０００８】
また、コントロール基板１とガラス基板２との間に、ＦＰＣ３を介して多数の制御信号線
を接続する必要がある。すなわち、コントロール基板１からＦＰＣ３を介してガラス基板
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２上に入力される信号は、前記ソースドライバ制御信号ａとして、少なくともクロック信
号ＭＣＬＫ、スタート信号ＳＲＴ、クリア信号ＣＬＲ、出力イネーブルＯＥ、及び各映像
信号Ｒ，Ｇ，Ｂの７種であり、まずは７本の信号線が必要となる。また、ゲートドライバ
制御信号ｂとして、ゲートクロックＧＰＣＫ、ゲートスタート信号ＧＳＲＴ、ゲート出力
イネーブルＧＲＥＳの３種であり、３本の信号線が必要となる。さらに、対向電極駆動信
号（ＶＣＯＭ）ｄ用の信号線も必要となることから、少なくとも計１１本の信号線が必要
となる。したがって、かかる多数の信号線の配線が不可欠となることにより、製造工程の
長大化及びコスト増を招いてしまう。
【０００９】
さらに、これらコントロール基板１側から多数の制御信号が、該コントロール基板１、Ｆ
ＰＣ３及びガラス基板２上の配線で引き回されることから、遅延量が信号間でばらついて
しまい、その結果、液晶表示装置の表示性能が劣化し、場合によっては誤作動が生じてし
まう。
【００１０】
本発明は、このような従来の課題に鑑みてなされたものであり、制御基板を小型化し得る
ととも製造工程の短縮化とコストの低減を図ることができ、さらには表示性能の向上を図
ることのできる表示装置を提供することを目的とするものである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するために請求項１記載の発明にあっては、所定のタイミングで動作す
るドライブ回路と、このドライブ回路により駆動されて表示動作する表示パネルとを備え
た表示装置において、前記ドライブ回路の動作タイミングを制御する制御手段を当該ドラ
イブ回路に

したがって、他の回路からドライブ回路にその動作タイミングを制御する
ための制御信号を供給する必要がなく、該制御信号を供給するための配線が不要となると
ともに、他の回路の規模を縮小し得る。
【００１２】
　また、請求項２記載の発明にあっては、所定のタイミングで動作するドライブ回路と、
このドライブ回路により駆動されて表示動作する表示パネルとを備え、前記ドライブ回路
が前記表示パネルの構成部材に配置された表示装置において、前記表示パネルの構成部材
に、前記ドライブ回路の動作タイミングを制御する制御手段を

したがって、他の回路
から表示パネルの構成部材にドライブ回路の動作タイミングを制御するための制御信号を
供給する必要がなく、該制御信号を供給するための配線が不要となるとともに、他の回路
の規模を縮小し得る。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図に従って説明する。すなわち、本実施の形態にかかる液晶
表示装置は、図１に示すように、コントロール基板１とガラス基板２、及びこの両基板１
、２に両端部を接続されたＦＰＣ３とを有している。コントロール基板１には、ビデオ信
号を映像データに変換し反転処理する色処理・反転回路４、所定周波数のクロック信号を
生成出力するクロック作成回路１３、及び対向電極駆動回路６が配置されている。
【００１７】
ガラス基板２には、ソースドライバ１４とゲートドライバ８とがＣＯＧ実装されていると
ともに、これら両ドライバ８、１４により駆動されるＴＦＴパネル９が配置されている。
また、ソースドライバ１４には、タイミング発生回路（ＴＧ）１５が内蔵されている。そ
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設け、前記ドライブ回路は、前記表示パネルの走査線を駆動するゲートドライ
バと信号線を駆動するソースドライバとで構成され、いずれか一方のドライバに前記制御
手段を設けるとともに、他方のドライバに該制御手段からの制御信号を供給するようにし
たものである。

設け、前記ドライブ回路は
、前記表示パネルの走査線を駆動するゲートドライバと信号線を駆動するソースドライバ
とで構成され、いずれか一方のドライバに前記制御手段を設けるとともに、他方のドライ
バに該制御手段からの制御信号を供給するようにしたものである。



して、ソースドライバ１４は、第１配線１８にて、ＦＰＣ３を介して、色処理・反転回路
４とクロック作成回路１３とに接続されているとともに、第２配線１９にて対向電極駆動
回路６に接続されている。
【００１８】
前記ＴＦＴパネル９は、図２に示すように、下部のトランジスタ生成基板１０とこのトラ
ンジスタ生成基板１０に対向する上部の対向ガラス基板１１とを有している。この対向ガ
ラス基板１１の下面には、ＶＣＯＭ（対向電極駆動信号）配線１６が配設され、トランジ
スタ生成基板１０の上面には、ＣＳ（コンデンサ駆動信号）配線１７と第３配線２０、及
び第４配線２１が配設されている。
【００１９】
ＶＣＯＭ配線１６の一端部１６ａは、トランジスタ生成基板１０の上面から立ち上がる第
１接続クロスポイント２２にて、前記第４配線２１及びＦＰＣ３を介して対向電極駆動回
路６に接続されている。また、ＶＣＯＭ配線１６の他端部１６ｂは、対向ガラス基板１１
の下面から立ち下がる第２接続クロスポイント２１にて、ＣＳ配線１７の対応する他端部
１７ｂに接続されている。さらに、前記第３配線２２は、その一端部がソースドライバ１
４に他端部がゲートドライバ８に各々接続されている。
【００２０】
かかる構成において、色処理・反転回路４は入力されるビデオ信号をＲＧＢの映像データ
に変換するとともに、反転処理して交流化する。この交流化された映像データＲＧＢと同
期信号Ｃ－ＳＹＮＣ、及びクロック作成回路１３から生成されたクロック信号とは、第１
配線１８よりソースドライバ制御信号ａとしソースドライバ１４に供給される。
【００２１】
すると、ソースドライバ７がこのソースドライバ制御信号ａに基づき動作するとともに、
内蔵されているタイミング発生回路１５が動作し、ソースドライバ１４からは、第２配線
１９を介して対向電極駆動回路６にＶＣＯＭ作成用信号ｄが供給され、かつ第３配線２０
を介してゲートドライバ８にゲートドライバ制御信号ｂが供給される。
【００２２】
前記ＶＣＯＭ作成用信号ｄが供給されると、対向電極駆動回路６はこれに応答して、対向
電極駆動信号ｃを生成出力する。この対向電極駆動信号ｃは、第１接続クロスポイント２
２を介してＣＳ配線１７に供給された後、第２接続クロスポイント２３介してＶＣＯＭ配
線１６とに供給されて、コンデンサ駆動信号ＣＳ及び対向電極駆動信号ＶＣＯＭとして機
能する。
【００２３】
ここで、タイミング発生回路１５は、ガラス基板２側のソースドライバ１４に内蔵されて
いることから、従来のようにコントロール基板１にタイミング発生ＬＳＩを配置する必要
はない。よって、コントロール基板１にこれらの実装面積を確保する必要がなく、その結
果基板を小型化して撮像装置の小型化を促進することができる。
【００２４】
また、タイミング発生回路１５がガラス基板２側に配置されることから、コントロール基
板１とガラス基板２との間に必要な制御信号線が減少する。すなわち、コントロール基板
１からＦＰＣ３を介してガラス基板２上に入力される信号としては、色処理・反転回路４
からの各映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂ、クロック作成回路１３からのクロック入力ＣＫ，同期信号
Ｃ－ＳＹＮＣ，ＶＣＯＭ作成用信号ＦＲＰ（信号ｄ），及び対向電極駆動信号ＶＣＯＭ（
信号ｃ）の７種であり計７本の信号線があればよい。よって、コントロール基板１とガラ
ス基板２との間に必要な制御信号線が減少し、これに伴って、製造工程の短縮化及びコス
トの低減を図ることができる。
【００２５】
しかも、図２（Ｂ）に明示したように、対向電極駆動回路６に接続される第４配線２１を
、第１接続クロスポイント２２にてＶＣＯＭ配線１６の一端部１６ａに接続し、ＶＣＯＭ
配線１６の他端部１６ｂを、第２接続クロスポイント２３にてＣＳ配線１７の対応する他
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端部１７ｂに接続させるようにした。よって、ソースドライバ１４とゲートドライバ８と
を接続する第３配線２０を設けても、この第３配線２０が同一平面上でＣＳ配線１７と交
差することはない。
【００２６】
つまり、図４（Ｂ）に示した従来構造において、ソースドライバ１４とゲートドライバ８
とを接続する第３配線２０を設けたとすると、この第３配線２０がトランジスタ生成基板
１０上でＣＳ配線１７と平面交差することとなる。したがって、両者を一層で配線するこ
とができず、多層にする必要が生ずるとともに、多層にした場合には信号間のクロストー
クにより、表示性能が劣化し、場合によっては誤作動が生ずる。
【００２７】
しかし、前述のように本実施の形態によれば、ソースドライバ１４とゲートドライバ８と
を接続する第３配線２０を設けても、この第３配線２０が同一平面上でＣＳ配線１７と交
差することはないことから、多層にする必要はなく、よって、クロストークによる表示性
能の劣化や誤作動が生ずることもない。したがって、トランジスタ生成基板１０上にソー
スドライバ１４とゲートドライバ８とを接続する第３配線２０を設けつつ、クロストーク
による表示性能の劣化や誤作動を未然に防止することが可能となる。
【００２８】
【発明の効果】
以上説明したように本発明は、表示パネルを駆動するドライブ回路の動作タイミングを制
御する制御手段を当該ドライブ回路に設け、あるいはドライブ回路が配置された表示パネ
ルの構成部材に、該ドライブ回路の動作タイミングを制御する制御手段を設けるようにし
た。よって、表示パネルを制御するコントロール基板への実装部品及び実装面積を減少さ
せてその小型化を図ることができるとともに、コントロール基板と表示パネル間に配線さ
れる信号線の数を減少させることができる。よって、製造工程の短縮化及びコストの低減
を図ることができるのみならず、ドライブ回路の制御信号が遅延したり、遅延量が信号間
でばらついてしまうこともなく、表示装置の表示性能を向上させることができる。
【００２９】
また、ゲートドライバとソースドライバのいずれか一方に制御手段を設けるとともに、他
方のドライバに該制御手段からの制御信号を供給するようにした。よって、コントロール
基板から両ドライバの動作タイミングを制御するたの制御信号を供給せずとも、両ドライ
バを精度よく所定の動作タイミングで動作させることができ、製造工程の短縮化及びコス
トの低減を図りつつ、表示装置の表示性能を向上させることができる。
【００３２】
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態を示すブロック回路図である。
【図２】（Ａ）はＴＦＴパネルの平面図、（Ｂ）は（Ａ）のＢ矢示図である。
【図３】従来の表示装置を示すブロック図である。
【図４】（Ａ）は同表示装置におけるＴＦＴパネルの平面図、（Ｂ）は（Ａ）のＢ矢示図
である。
【図５】同表示装置における１画素の回路図である。
【符号の説明】
８　　ゲートドライバ
９　　ＴＦＴパネル
１４　　ソースドライバ
１５　　タイミング発生器
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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